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 発行所 

 福島県教育庁県北教育事務所 

  福島市杉妻町2番1６号 

  電話024-521-2814 

家庭教育応援企業にお勤めの皆様には、日頃より本県の家庭教育の推進につ

きまして、御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

今回の通信では、応援企業の皆様の取組と、県北教育事務所の取組として「ふ

くしま絆ふれあい支援事業」についてご紹介いたします。 
 

家庭教育応援企業の「取組事例」（活動報告）紹介！ 

 

 

企業の皆様には、「職場の家庭教育推進」「生活習慣向上の取組」「学校行事への参加促進」「職場

見学・体験の実施」「地域行事への協力・支援」などの面から家庭教育を応援いただいております。 

今回は、本宮自動車学校様の取組の様子をまとめた活動報告書を紹介します。 

～ 活動報告書の提出ありがとうございました ～ 
 

本宮自動車学校（大玉村） 

本宮自動車学校では、地域貢献および次世代の育成を目的として、毎年、中学

校からの職場体験学習を受け入れています。 

生徒たちが職業観や勤労観を育めるように、自動車学校が行っている地域の

交通安全センターとしての役割等を見て、触れ、体験してもらいました。 

 

 職場体験は子どもたちが地域の事業所などの職場で働くことを通じて、職業や仕事の実際

について体験し、働く人々と接したりすることにより、働くことの意義を理解し、社会の一員

としての自覚を高め、進んで働こうとする意欲や態度などを育むことが期待できます！ 

職場体験で学んだことは「時間通りに行動できる大切さ」で

す。仕事をしていく上で時間というのはすごく大切になっていく

ので、職場体験を通して時間ってとっても大切なんだなと改め

て感じました。 

これからも時間を大切にしていきたいと思いました。 

 

仕事で一番大事なことは、楽しむことが大

事だと改めて知ることができました。また、その

仕事をやっている人は、みんなその仕事をやり

たい理由がしっかりと決めてある人だなという

ことが分かりました。 
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ふくしま絆ふれあい支援事業「ふくしまを十七字で奏でよう」 

 

 
平成１４年度より実施しているこの事業は、子どもと地域の大人、子どもと子どもなど、家庭や地

域における人と人とのかかわりの中で感じた思いや願いなどを十七音で表現することをとおして、

子どもの豊かな心を育成するとともに、人と人との「絆」を強め、家庭や地域の教育力の向上を図る

ことを目的として行っています。 

令和７年度の県北域内全体の応募総数は、４，６８６点でした。県入賞作品は下記のとおりです。 

県北地区第一次審査を通過した作品２３４点を作品集にまとめましたのでぜひご覧ください！ 

応援企業通信に載せてほしい内容を募集しています！！ 

応援企業通信に載せてほしい内容や、「自分の企業の取

り組みを取材してほしい」「他の企業を取材してほしい」等

ありましたら、右の二次元コードからお知らせください。 

 

 

子どものほめ

方について知り

たい！ 

 

【絆 部 門】 

最優秀賞    「話したい」 あなたの心を ノックする 

「聞かないで」 でもそばにいて お母さん 

 

優 秀 賞    むちむちだ おとうとのうで ちぎりパン 

              ふれないで やっと寝たのに 起こしたな 

 

              ママいない ねえねにだっこ ママのにおい 

              かわいいな 勉強推し活 後回し 

【ふるさと部門】 

優 秀 賞    いいざかで ふえる大人の おともだち 

男湯に 響く会話と 広がる輪 

  

              とうもろこし うまいよばあちゃん もう一本 

              それだから 畑仕事は やめられぬ 

 

今年の応募作品には、「家族の温かい絆」と

「福島の今」を深く見つめた、感動的なテー

マが多数寄せられました。 

作品集は県北教育事務

所のホームページ、また

は、各二次元コードから見

ることができます！ 

絆部門 

ふるさと部門 
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子どものスマホ所持率増加に伴い、さまざまなトラブルも増加しています。令和６年度は、SNS

をきっかけとして被害にあった児童（１８歳未満）は全国で、１４８６人でした。また、被害児童

のうち９割がフィルタリングを利用していませんでした。 

子どもの安全のため、保護者がネット利用環境を整えてあげることを「ペアレンタルコントロー

ル」といい、その代表が「フィルタリング」です。個別に利用を許可するカスタマイズや、長時間

利用を防ぐ時間設定など、本体設定やアプリでできることはたくさんあります。目的に応じて柔軟

に活用し、スマホトラブルから子どもを守りましょう！ 

iPhoneのフィルタリング設定方法 

１．「設定」→「スクリーンタイム」をタップし、「コンテンツとプライバシーの制限」を選択 

２．「コンテンツとプライバシーの制限」を「ON」にし、「コンテンツ制限」を選択 

３．制限したいコンテンツを選択して完了 

Androidでは、アプリごとの設定が必要です。ここでは、Chromeでの設定方法を紹介します。 

１．Chromeを開き、画面右上の三点アイコンをタップし、「PC版サイト」を選択 

２．Googleを開き、画面左上の三本線アイコンをタップし、「Setting」を選択 

３．検索の設定画面で「セーフサーチフィルタ」の「不適切な検索結果を除外」にチェック 

iPhoneやAndroidには、フィルタリング機能が標準搭載されています。 

無料で操作も簡単！まずは、こちらから確認してみましょう！ 

スマートフォンの設定だけでなく、各携帯電話会社のサービスやアプリなど、さ

まざまな方法でフィルタリングを設定できます。スマートフォンやインターネット

活用について親子で話し合い、双方納得のうえでフィルタリングを設定しましょう。 

福島県では、福島の未来を担うこどもたちが、情報社会で適正な活動を行うための基となる考え

方や態度を身に付け、ＩＣＴを活用して問題解決できる能力を伸ばし、夢や希望をもって活躍でき

ることを応援するため、県教育委員会や県警察本部と連携して、ふくしま情報モラル診断を実施し

ています。 

ふくしま情報モラル診断は、インターネットの利用状況を調査する『アンケート』とインターネ

ットを活用するための理解度を確認する『診断問題』で構成されています。令和６年度の小中高生

の診断結果も知ることができますので、ぜひご覧ください！ 

ふくしま情報モラル診断 
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家庭教育応援企業の取組を HP や企業通信等で広く

紹介し、効果的な取組等を共有することで家庭教育の

充実を目指していきたいと考えています。 

ぜひ、「企業推進活動報告書」にてお知らせください。 

福島県教育庁県北教育事務所 総務社会教育課 担当：伊藤 
福島市杉妻町２番１６号 福島県庁北庁舎１階 

TEL：(024)521-2814 FAX：(024)521-2870 

E-mail：itou_emi_02@pref.fukushima.lg.jp 

家庭教育に関するお問い合わせ先 

子育てについて学びたくても、仕事が忙しくて時間が取

れないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。子育

て中、またはこれから親になる皆様や管理職の皆様、みんな

で家庭教育について学んでみませんか。 

まずは県北教育事務所までお気軽にご相談ください。 
従業員の皆様が元気に働ける 

職場の環境づくりを！ 

 子どものしつけって 

どうしたらいいの？ 

これまでの「企業内推

進活動報告書」はこち

らからご覧ください。 

【県北の家庭教育応援企業／１９５社（R８.２現在）】 

※ 企業名が新しくなった場合などは御手数ですがご連絡いただけますとたいへんありがたいです。 

よろしくお願いいたします。 

※ 企業名については県北教育事務所HPをご覧ください。 

県北教育事務所→社会教育の部屋→私たち応援企業は家庭教育の充実に 

取り組んでいます！（右の二次元コードからも見ることができます） 

〇 家庭教育の啓発資料を企業等に提供します。 

〇 家庭教育の推進に関する各種取組を行う際に、担当職員が相談等に応じます。 

〇 従業員を対象として、家庭教育に関する学習会を開催する際に、講師を紹介できます。 


